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　主な内容　　2・3面…一般質問　4面…可決された議案ほか

花菖蒲（堀切菖蒲園）　　※平成 26 年 6 月撮影

政治家の寄附は、禁止されています。また、暑中見舞等時候の挨拶状
（答礼のための自筆のものを除く）を出すことも禁止されています。

議員等政治家が、お祭り、親睦旅行会、会合などの行事に寄附や差し入れ等をしたり、お祝い金（出産・新築等）、贈り
物（お中元・お歳暮等）をすることは、公職選挙法により罰則をもって禁止されており、要求した人も罰せられます。

　
　

今
回
の
定
例
会
で
は
次
の
意
見
書
5
件
を
可
決
し
、
関
係
機
関
に
送
付
し
ま
し
た
。

　
　
（
件
名
の
下
の
分
は
意
見
の
分
か
れ
た
意
見
書
で
す
。
各
会
派
の
賛
否
は
４
面
に
掲
載
）

総
合
的
、
体
系
的
若
者
雇
用
対
策
を
求
め
る
意
見
書

　
政
府
に
対
し
、
改
め
て
若
者
雇
用
対
策
を
総
合
的
か
つ
体
系
的
に
推
進
す
る
た
め
の
仕
組
み
を
構
築
す
る
た
め
、
次
の

対
策
を
講
じ
る
よ
う
強
く
求
め
る
。
①
若
者
雇
用
に
係
る
総
合
的
、
体
系
的
な
対
策
を
進
め
る
た
め
、
若
者
雇
用
対
策
新

法
を
視
野
に
入
れ
た
体
制
を
整
備
の
う
え
、
若
者
本
人
を
支
え
る
家
庭
、
学
校
、
地
域
、
国
・
地
方
の
行
政
の
責
務
を
明

確
に
し
、
緊
密
に
連
携
し
て
支
援
を
行
え
る
枠
組
み
を
整
備
す
る
こ
と
②
「
若
者
応
援
企
業
宣
言
」
事
業
に
つ
い
て
、
中

小
企
業
等
の
認
定
制
度
と
し
て
拡
充
し
、
認
定
企
業
の
支
援
措
置
を
新
設
す
る
こ
と
。
ま
た
、
企
業
が
若
者
を
募
集
す
る

際
の
情
報
開
示
を
促
す
仕
組
み
を
検
討
す
る
こ
と
③
大
学
生
等
の
採
用
活
動
時
期
の
後
ろ
倒
し
に
伴
い
、
新
卒
応
援
ハ
ロ

ー
ワ
ー
ク
に
お
け
る
支
援
措
置
を
強
化
す
る
こ
と
④
若
者
が
主
体
的
に
職
業
選
択
・
キ
ャ
リ
ア
形
成
が
で
き
る
よ
う
、
学

生
段
階
か
ら
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
充
実
強
化
を
図
る
こ
と
⑤
ニ
ー
ト
等
の
若
者
の
孤
立
化
を
防
ぎ
、
自
立
に
向
け
た
充
実

し
た
支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
機
能
の
強
化
を
図
る
こ
と

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
構
築
の
た
め
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
支
援
を
求
め
る
意
見
書  

分

　
政
府
に
対
し
、
社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
の
円
滑
な
推
進
の
た
め
に
本
年
４
月
か
ら
引
き
上
げ
ら
れ
た
消
費
税
財
源
を

的
確
に
活
用
し
な
が
ら
、
全
国
の
自
治
体
の
そ
れ
ぞ
れ
の
実
情
に
応
じ
て
国
が
積
極
的
な
支
援
を
図
る
よ
う
、
次
の
事
項

の
実
施
に
つ
い
て
強
く
求
め
る
。
①
医
療
・
介
護
・
福
祉
の
良
質
な
人
材
を
確
保
す
る
た
め
国
家
戦
略
と
し
て
抜
本
的
な

対
策
を
講
じ
る
こ
と
。
特
に
介
護
人
材
に
つ
い
て
は
、
平
成
37
年
に
向
け
て
さ
ら
に
100
万
人
の
マ
ン
パ
ワ
ー
が
必
要
と
さ

れ
て
お
り
、
次
期
介
護
報
酬
改
定
に
向
け
て
的
確
な
対
応
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
外
国
人
材
の
活
用
が
議
論
さ
れ
て
い
る

が
、
現
在
の
介
護
人
材
の
社
会
的
評
価
に
与
え
る
影
響
を
十
分
考
慮
し
、
慎
重
な
議
論
を
行
う
こ
と
②
今
回
の
診
療
報
酬

改
定
に
つ
い
て
、
在
宅
訪
問
診
療
に
係
る
改
定
が
行
わ
れ
た
が
、
市
区
町
村
の
現
場
に
お
い
て
集
合
住
宅
な
ど
へ
の
訪
問

診
療
が
大
き
な
影
響
を
受
け
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
た
め
、
改
定
の
影
響
に
つ
い
て
実
態
調
査
を
行
い
、
適
切
な
対
応
を

行
う
こ
と
③
地
方
自
治
法
の
改
正
に
よ
り
創
設
さ
れ
る
連
携
協
約
制
度
の
活
用
な
ど
、
広
域
行
政
上
の
取
り
組
み
事
例
の

周
知
な
ど
、
市
区
町
村
へ
の
適
切
な
情
報
提
供
に
努
め
る
こ
と
④
社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
の
趣
旨
に
添
い
、
平
成
26
年

度
に
引
き
続
き
、
消
費
税
を
財
源
と
す
る
財
政
支
援
制
度
を
拡
充
す
る
こ
と
。
ま
た
、
本
年
度
の
基
金
に
つ
い
て
は
趣
旨

に
添
い
、
適
切
な
配
分
に
留
意
す
る
こ
と
⑤
特
養
待
機
者
52
万
人
と
い
う
数
字
が
発
表
さ
れ
た
が
、
特
養
入
所
者
の
重
点

化
に
伴
い
、
自
立
し
た
生
活
を
送
る
こ
と
が
困
難
な
低
所
得
・
低
資
産
の
要
介
護
高
齢
者
の
地
域
に
お
け
る
受
け
皿
づ
く

り
に
つ
い
て
、
市
区
町
村
へ
の
支
援
を
強
化
す
る
こ
と

中
小
企
業
の
事
業
環
境
の
改
善
を
求
め
る
意
見
書

　
政
府
に
対
し
、
地
方
の
中
小
企
業
が
好
景
気
を
実
感
す
る
た
め
、
次
の
対
策
を
講
じ
る
よ
う
強
く
求
め
る
。
①
中
小
企

業
の
“
健
全
な
”
賃
上
げ
、
収
益
性
・
生
産
性
の
向
上
に
結
び
付
く
よ
う
、
経
営
基
盤
の
強
化
策
及
び
資
金
繰
り
安
定
化

策
を
図
る
こ
と
②
「
小
規
模
企
業
振
興
基
本
法
案
」
を
軸
に
国
・
地
方
公
共
団
体
・
事
業
者
の
各
責
務
の
下
で
、
円
滑
な

連
携
と
実
効
性
が
高
ま
る
制
度
設
計
を
図
る
こ
と
③
中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
に
お
い
て
も
重
要
な
非
正
規
労
働
者
の

正
規
雇
用
化
を
促
す
よ
う
、
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
助
成
金
な
ど
の
正
規
雇
用
化
策
を
さ
ら
に
周
知
す
る
な
ど
、
従
業
員
の
処

遇
改
善
を
図
る
こ
と

本
田
・
金
町
消
防
団
の
分
団
本
部
施
設
に
対
す
る
財
政
支
援
等
の
充
実
を
求
め
る
意
見
書

　
今
後
の
大
規
模
災
害
に
備
え
て
万
全
の
体
制
を
整
え
て
お
く
た
め
に
も
、
分
団
施
設
に
対
す
る
財
政
上
の
さ
ら
な
る
強

化
や
代
替
地
の
確
保
等
を
図
り
、
東
京
都
が
主
体
的
に
動
く
中
で
、
施
設
の
新
設・更
新
を
速
や
か
に
進
め
る
こ
と
が
、
望

ま
れ
る
対
応
策
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
東
京
都
に
対
し
、
本
区
の
本
田
・
金
町
消
防
団
の
分
団
本
部
施
設
に
対
す
る
財
政
支

援
等
の
充
実
を
強
く
求
め
る
。

中
川
河
川
を
利
用
し
た
災
害
時
対
応
策
の
充
実
を
求
め
る
意
見
書  

分

　
区
内
の
河
川
を
利
用
し
た
災
害
・
緊
急
時
対
応
策
と
し
て
、
防
災
船
の
運
航
ル
ー
ト
の
具
体
的
な
検
討
や
、
船
着
場
を

適
正
な
場
所
に
設
置
の
う
え
設
備
の
運
用
を
検
討
す
る
な
ど
と
い
っ
た
方
策
が
望
ま
れ
る
。
よ
っ
て
、東
京
都
に
対
し
、本

区
の
中
心
を
流
れ
る
都
管
理
の
中
川
を
利
用
し
た
災
害
時
対
応
策
の
充
実
を
強
く
求
め
る
。

　

今
回
の
定
例
会
で
は
10
名
の
議

員
か
ら
区
政
一
般
質
問
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

　

ま
た
、
平
成
26
年
度
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
1
号
）
を
は
じ
め

と
す
る
区
長
提
出
議
案
な
ど
16
件

と
、
総
合
的
、
体
系
的
若
者
雇
用

対
策
を
求
め
る
意
見
書
（
下
欄
参

照
）
な
ど
の
議
員
提
出
議
案
5
件

が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

総
合
的
、
体
系
的
若
者
雇
用
対

策
を
求
め
る
意
見
書
を
可
決

第2回定例会
6月 9日 本会議（一般質問等）

議会運営委員会理事会
10日 本会議（一般質問、議案の付託等）

11～13日・16日 常任委員会（保健福祉、建設環境、
文教、総務）

18～20日 特別委員会（地方分権・行革、
危機管理対策、都市基盤整備）

24日 議会運営委員会
25日 本会議（議案の議決等）

可
決
さ
れ
た
意
見
書
（
要
旨
）


